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神奈川県保健医療計画 進捗状況評価調書 

 

 

 

 

とりまとめ担当課：保健福祉局保健医療部医療課 

 

１ 課題に対するこれまでの取組実績  

 

２ 目標値の推移  

取組 

区分 
名称 

単

位 
策定時 

実績値 

（H28） 
達成目安 

目標値 

(H29 年度) 

達成率 

(％) 
備考 

(1)イ 
小児医療に係る病院勤

務医数（※1） 
人 

538 

(H20) 

602.4 

(H26) 
612.4 650 

○ 

(86.6%) 

医療施設調査 

(3 年毎) 

(1)ウ PICU(※2)の病床数 床 
０ 

（H24） 
12 ７ ８ 

◎ 

(150.0%) 
1 施設が届出 

※1 非常勤医師を常勤換算した人数 

※2 診療報酬上の小児特定集中治療室管理料の施設基準の届出を行っている病床数 

（施設基準では１施設８床以上） 

 

３ 参考指標の推移  

取組 

区分 

指標 

区分 
指標名 単位 

神奈川県内 
備考 

H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

 

 
 －     

 
 

 

 

（１）小児医療の充実 

 

ア 保護者等への情報提供の促進 

→ かながわ小児救急ダイヤルについて各市町村の広報及びタウン誌への掲載による周知 

→ 乳幼児救急蘇生法講習会の実施委託（H25～28 計 18 回 計 2,014 人） 

イ 小児救急医療体制の安定的な確保 

→ かながわ小児救急ダイヤルの実施（365 日、18 時から 24 時）。 

→ 休日夜間急患診療所の運営に対する補助（13箇所） 

→ 病院群輪番制または小児拠点病院により実施する二次救急医療の運営に対する補助 

（10地域） 

ウ 重篤な小児救急患者への医療提供体制の強化・充実 

→ 平成 25 年度に追加した小児重症患者に対応するシステムが利活用されている。 

５事業

５疾病

用 
＜項目＞ 

第１章 事業別の医療体制の整備・充実 

第３節 小児医療 
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４ 課題ごとの進捗状況の評価  

（１）小児医療の充実 

評価 Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ 

評価分析 

ア 保護者等への情報提供の促進 

・かながわ小児救急ダイヤルへの相談件数は年々増加しており、周知により保護者

等に認知された。 

・乳幼児救急蘇生法の講習会を計 18 回開催し、保護者等の急病や事故等に対応す

るための知識の習得が図られた。 

イ 小児救急医療体制の安定的な確保 

・休日夜間急患診療所において土休日に小児科医を確保することで小児の初期体制

が図られた。 

・小児輪番病院や小児救急拠点病院等の小児科医および看護師等の人件費を支援す

ることにより、二次救急医療体制の維持が図られた。 

ウ 重篤な小児救急患者への医療提供体制の強化・充実 

・平成 25年度に行なった、小児集中治療室（PICU）の施設・設備整備により、小

児集中治療室（PICU）の施設基準の届出を行うことができた。 

・平成 25年度に導入した小児重症患者応需システムが順調に運営されている。 

評価理由 
夜間、休日の小児救急医療体制について確保するとともに、かながわ小児救急 

ダイヤルの拡充を行い相談体制の強化が図られた。 

今後の取組の

方向性(29 年

度に向けた取

組の方向性） 

平成 28 年度に引き続き小児の初期及び二次救急医療体制を維持するほか、三次 

救急医療体制も合わせて連携を充実させる。また、保護者等に対して子どもの急病

や事故等に対応するための知識の習得や相談体制について周知、啓発を行う。 

次期計画に向

けた取組の方

向性 

・これまでに引き続き小児救急医療体制の維持に努める。 

・併せて、医療資源をより効率的に活用するため、適正受診の促進に資するかなが

わ小児救急ダイヤル事業の更なる拡張を検討する。 

 

５ 総合評価  

評価 評価理由 

Ｂ 
・夜間、休日の小児救急医療体制について確保するとともに、かながわ小児救急

ダイヤルの拡充を行い相談体制の維持が図られた。 

・小児集中治療室（PICU）の整備により、重篤な小児救急患者への医療提供体制

の確保が図られた。 

 

６ 特記事項 

  


